
経

　

済

　

産

　

業

　

省

２０２１０５０７製局第１号

令 和

　

３

　

年

　

５

　

月

　

１

　

７

　

日

一般社団法人日本ジュエリー協会 会長

　

殿

　　　　
　
　
　　

鰯
冊
瞳
掌
中

　

　

　経済産業省製造産業局 虐類薩

テロリスト等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和３年５月７日付

け警察庁丙組組企発第１２５号をもって別添のとおり要請がありましたのでお

知らせします。
警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和３年５月７日付け外務

省告示第１６３号により、 アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結

等の対象として個人及び団体を定めたところ、 犯罪による収益の移転防止に関

する法律 （平成１９年法律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基

づく疑わしい取引の届出義務を徹底されたいというものです。

　

テロリスト等と関連すると疑われる取引については、 これまでも犯罪収益移

転防止法に基づく各種義務の履行の徹底が図られておりますが、 最近の厳しい

国際テロ情勢に鑑み、引き続きテロリスト等と関連すると疑われる取引につい

て、 犯罪収益移転防止法の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知

徹底をお願いいたします。



ー

　

機 密 性 １１
警察庁丙組組企発第１２５号
令 和

　

３

　

年 ５

　

月

　

７

　

日

経済産業省製造産業局長

　

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長

テロリスト等と関連すると疑われる取引の届出等について （要請その１４７）

　

この度、 別添のとおり 「アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象

として個人及び団体を定めた件」（令和３年５月 ７日付け外務省告示第１６３号）により資

産凍結措置等の対象となる者の一部が改正された。

　

テロリス ト等と関連すると疑われる取引については、 これまでも、 犯罪による収益の

移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号。 以下「犯罪収益移転防止法」という。）

に基づき、 顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られてきたと

ころであるが、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 宝石商に対し、 この度の改正内容を

周知していただくとともに、 引き続きテロリスト等と関連すると疑われる取引について

犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底されるよう、 よろしくお取り計らい

願いたい。



次

　　　　　　　

る

　

二 人

　　

○

　　

し

対 次

　　　　　

個 年 及

　

ア 外

　　

て

　

件

応 の

　

令

　　

人 三 び

　

メ 務

　　

個 名

す 表

　　

和

　　

及 月

　

団

　

り 省

　　

人

　

”

る に

　　

三

　　

び 外 体 力

　

告

　　

及

　

ア

　　　　　

，

改 よ

　　

年

　　

団 務

　

を

　

合 示

　　

び

　

メ

正 り

　　

五

　　

体 省 定 衆 第

　　

団 リ

後

　

、

　

月

　　

の 告

　

め

　

国

　

百

　　

体 力

欄 改

　　

七

　　

一 示 た 等 六

　　

を

　

合

に 正

　　

日

　　

部 第 件 が 十

　　

定 衆

掲 前

　　　　　

を

　

百 （ テ 三

　　

め

　

国

げ 欄

　　　　　

次 四

　

平

　

口 号

　　

た 等

る に

　　　　　

の 号
成

り

　　　　

件 が

規 掲

　　　　　

よ

　

に
十

　

ス

　　　　　　

ブ

定 げ

　　　　　

う

　

よ

　

四

　

ト

　　　　　　

ロ

の る

　　　　　

に り
年

等

　　　　　

リ

傍 規

　　　　　

改 改
一

　

に

　　　　　　

ス

線 定

　　　　　

正 正
月

　

対

　　　　　　

ト

を の

　　　　　

す ） 外
す

　　　　　

等

付 傍

　　　　　

る

　

に
務

　

る

　　　　　　

に

し 線

　　　　　　

ｏ
定

省
資

　　　　　

対

た を

　　

外

　　　　

め
告

産

　　　　　

す

部 付

　　

務

　　　　

ら

　

ホ
凍

　　　　　　

る

分 し

　　

大

　　　　

れ
第

結

　　　　　

資

の た

　　

臣

　　　　

た
十

等

　　　　　

産

よ
部

　　　　　　　

措
号

の

　　　　　　

凍

う
分

　　

茂

　　　　

置
の

　

対

　　　　　

結

に
を

　　

木

　　　　

の
別

象

　　　　　

等

改
こ

　　　　　　　

対
表

と

　　　　　

の

め
れ

　　

敏

　　　　

象 （

　

し

　　　　　　

対

る
に

　　

充

　　　　

と 令

　

て

　　　　　　

象

　　

ゾ

順

　　　　　　　

な

　

和 個

　　　　　

と



（
別
表
）

１
．

～
１

１
．

　

［
略
］

１
２
．
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ｈ
ｍ
ｉ
ｒ

（ｋ
）
Ｐ
ａ
ｓ
ｂ
ａ
ｎ
－
ｅ
－
Ａ
ｈ
ｌ
ｅ
－
Ｈ
ａ
ｄ
ｉ
ｔ
ｈ

（１
）
Ｐ
ａ
ａ
ｓ
ｂ
ａ
ｎ
－
ｅ
－
Ａ
ｈ
ｌ
ｅ
－
Ｈ
ａ
ｄ
ｉ
ｓ

（ ｍ
）
Ｐ
ａ
ｓ
ｈ
ａ
ｎ
－
ｅ
－
ａ
ｈ
ｌ
ｅ

Ｈ
ａ
ｄ
ｉ
ｓ

（ ｎ
）
Ｌ
ａ
ｓ
ｈ
ｋ
ａ
ｒ

ｅ
Ｔ
ａ
ｙ
ｙ
ａ
ｂ
ａ

（ ｏ
）
Ｌ
Ｅ
Ｔ

（ ｐ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ
ａ
ｔ
－
ｕ
ｄ
－
Ｄ
ａ
ｗ
ａ

（ ｑ
）
Ｊ
Ｕ
Ｄ

（ ｒ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ ，

ａ
ｔ

ａ
ｌ
‐
Ｄ
ａ
ｗ
ａ

（ ｓ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ
ａ
ｔ

ｕ
ｄ
－
Ｄ
ａ
ａ
ｗ
ａ

（ ｔ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ
ａ
ｔ

ｕ
ｌ
‐
Ｄ
ａ
ｗ
ａ
ｈ

（ ｕ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ
ａ
ｔ
－
ｕ
ｌ
－

Ｄ
ａ
ｗ
ａ

（ ｖ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ ，

ａ
ｔ
‐
ｉ
－
Ｄ
ａ
ｗ
ａ
ｔ

（ ｗ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ
ｉ
ａ
ｔ
‐
ｕ
ｄ
－
Ｄ
ａ
ｗ
ａ

（ ｘ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ ，

ａ
ｔ
－
ｕ
ｄ
－
Ｄ
ａ ，

ａ
ｗ
ａ
ｈ

（ ｙ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ ，

ａ
ｔ
－
ｕ
ｄ
－
Ｄ
ａ ，

ａ
ｗ
ａ

（ ｚ
）
Ｊ
ａ
ｍ
ａ
ａ
ｔ
ｉ
－
ｕ
ｄ
－
Ｄ
ａ
ｗ
ａ

（ ａ
ａ）

Ｆ
ａ
ｌ
ａ
ｈ
‐
ｉ

ｎ
ｓ
ａ
ｎ
ｉ
ａ
ｔ

Ｆ
ｏ
ｕ
ｎ
ｄ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

（Ｆ
工Ｆ
））

旧
称

：
不

明

所
在

地
：
不
明

そ
の

他
の

情
報

：
ラ

シ
ュ

カ
レ

・
タ

イ
バ

の
指

導
者

で
あ

る
ハ

フ
ィ

ー
ズ

・
ム

ハ
ン

マ
ド
・

サ
イ

ー
ド
と

関
係

が
あ

る

（
２

０
０

５
年

１
２
月

２
日

及
び

２
０

１
２

年
１

０
月

２
５
日

に
改

訂
）



備
考

　

表
中
の

［

　

］
の
記
載
及
び
全
体
に
付
じ
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。




